






.建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置 

 

「西原町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」第１０条について、

下図のとおり、敷地の１／２以上が地区整備区域に属する場合、当該建築物及び敷

地の全部について地区計画の適用範囲とする。 
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① 敷地の過半が区域内 

 

③ 敷地の過半が区域外 
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